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【年度計画の法人自己評価】

Ｓ：年度計画を上回って実施している
Ａ：年度計画を十分実施している（９０％～）
Ｂ：年度計画を十分には実施していない（６０％～９０％）
Ｃ：年度計画を大幅に下回っている。又は、年度計画を実施していない（～６０％）

Ⅰ地域貢献＜教育関連＞
１　医療人の育成（医師関連）
　　医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営）

1
（１）県立医大医師派遣センターを円滑に運営
するためにセンターの機能等について学内外
に周知を図る。

・センターの運営について県知事へ説明を行った（10
月）。
・「県立医大医師派遣センターの運用に関する規程」を
作成するとともに、運用について県内の該当病院（第3条
派遣先病院）に説明を行った（16病院）。
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

2
（２）引き続き南和地域公立病院等への医師配
置支援のために当該病院等の実態やニーズの
把握を行う。

南和地域公立病院等への医師配置支援のために当該
病院等の実態や地域の医療ニーズを把握するとともに、
9～10月にかけて医大各医局へ説明を行い（南和医療広
域組合副管理者・医師派遣センター副センター長２名）、
人事状況及び要望等を聞き取り、今後の調整を図った。
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

3
（３）一般教育検討委員会で奈良の歴史・文化
を学ぶ授業科目の設置について検討する。

「一般教育検討委員会」及び「医大の将来像策定会議」
で検討し、『現地を訪問し、奈良の医療状況・歴史・人物
等を通して「奈良」についての理解を深める中で、奈良の
医療に貢献する意思を涵養する』ことを一般目標とし、奈
良学の講義骨子を決定した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・（仮称）県立医大医師派遣センターを設置・運営する
・医学科卒業生の県内卒後臨床研修病院への就職率６０％を目指す

〔中期計画〕
教養教育等を通じ奈良への愛着、県内の地域医療に対する意識を涵養するとともに、（仮称）県
立医大医師派遣センターを設置・運営し、県内への高い就職率を確保する。

〈取組内容〉
・県内の公立・公的病院等からの医師派遣要請に対応し、医療需給の分析を踏まえて医師の
マッチングを行う（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営
・南和広域医療組合が整備する南和地域公立病院等への医師配置支援
・「奈良学」の開設等を通じた、奈良を愛し奈良に貢献する医療人の育成

公立大学法人奈良県立医科大学　平成２６年度計画の実施状況

平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置準備
設置・運営

開始

実績
H26年３月
設置準備

完了
運営

現状
分析

指標
Ｈ２３
５１名

５１名 ５４名 ５７名 ６０名 ６３名
６６名**
（６０％）

実績 ５６名 ４８名

現状
分析

*緊急医師確保修学資金による増13名含む

**研究医養成コース進学見込2名除く定員111名に対する県内就職率約６０％を確保するための必要数

（仮称）県立医大医
師派遣センターの
設置・運営

H２６年３月２７日役員会において、県立医大医師派遣センター規程を承認
H２６年４月１日、専任の副センター長を配置、運営開始

医学科卒業生の県
内卒後臨床研修就
職者数*

H２６新卒予定者１０３名、全員が医師国家試験を受験。合格予定者のうち、３５名が附
属病院、１３名が県内病院に就職見込み
※H２６の県内就職率は４６％（H２６卒業の入学時定員105名に対する比率）。
※H２６の卒業予定者１０３名の他、既卒者５名が医師国家試験を受験、うち３名が県内
就職、２名は県外就職等。

1/35 



平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

　　医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営）

4
（１）県費奨学生の配置のための年間スケ
ジュールを作成するなど、着実な運営に努め
る。

・来年度から義務を開始する奨学生と面談を実施し、各
奨学生の意向を聞き各医局と調整したうえで配置案を策
定した。
・県費奨学生配置センターと県担当課等と、離脱防止策
について検討も行った。
・県費奨学生配置センター機関誌『Glocal』をvol.1から
vol.3まで発行し、奨学生や臨床研修病院をはじめ県内
病院へ情報提供するとともに、奨学生に対しての説明会
（6.7.8月）や交流会も開催した（8月）。
・志望診療科アンケートにより志望先を調査した。
・へき地医療支援機構との調整を行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

5
（２）引き続き南和地域公立病院等県内の医療
実態とニーズを県と連携して把握し、県費奨学
生の配置先を決定する。

将来の南和医療を見据えて、南和地域の医療に必要な
人材の把握に努め、そういった人材を育成すべく配置先
を決定した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

6
（３）引き続き県費奨学生のキャリアパスを構築
しその適用に努めるとともに、地域に貢献（地
域に配置）する医師を育成する。

地域医療学講座が作成したキャリアパスを使って県費奨
学生配置センターが奨学生のキャリア形成支援を実施。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・（仮称）県費奨学生配置センターを設置・運営する
・公立・公的病院等からの要望に対応した最適な医師配置（配置数）４０名を目指す
・地域に貢献する医師の育成数延べ８６名を目指す

〔中期計画〕
（仮称）県費奨学生配置センターを設置し、県等との連携のもと、医師派遣システムを構築するこ
とにより、地域に必要な医師配置の実現に積極的に寄与する。

〈取組内容〉
・県費奨学生の配置を行う（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営
・南和広域医療組合が整備する南和地域公立病院等への医師配置支援（再掲:Ⅰ-1）
・県費奨学生のキャリアパスの構築と運用による地域に貢献する医師の育成

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置準備
設置・運営
開始

実績
10月

設置完了
運営

現状
分析

指標
Ｈ２４

６名配置
８名 １５名 １７名 ２２名 ２９名 ４０名

実績 ８名 １３名

現状
分析

指標
Ｈ２４

述べ１３名
延べ２６名 延べ３９名 延べ５２名 延べ６５名 延べ７８名 延べ８６名

実績 延べ２６名 延べ３９名

現状
分析

　*医師確保修学研修資金の義務履行者を主とする医師配置数　（※近畿大学医学部奈良病院含む）

（仮称）県費奨学生
配置センターの設
置・運営

県費奨学生配置センターを運営（年度計画参照）。

県費奨学金による医
師配置数*

６名義務開始（Ｈ２６年４月～）、１名義務終了（Ｈ２５年３月）。Ｈ２６配置数としては、他学
において、義務不履行1名、留年1名がいたため指標に未達。
※またＨ２６年度において新たに（７名中）３名の配置先を決定した（Ｈ２７年度義務開
始）。

緊急医師確保枠を
主とする医師の
育成数

目標を達成。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

　　医療人の育成（看護師関連）

7

（１）・看護実践・キャリア支援センターを設置す
る。
・看護学科学生のキャリア支援を行う。
・看護師のキャリア支援・研修について、既存
の研修メニュー等と調整する。
・スキルスラボ等の活用を通じて、看護学科学
生及び看護師の実践能力の向上を図る。

看護実践・キャリア支援センターを設置(4月）し、看護学
科学生及び附属病院看護職者に対し、①看護基礎教
育、②キャリア支援、③研究支援、④地域貢献の分野別
事業計画に基づき、研修メニューの策定・実施、スキルス
ラボの活用をはじめとする各事業を実施した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

8
（２）奨学金制度導入の検討結果に基づいた医
大として必要な取組の準備を行う。

11月、1月、3月に奈良県担当課との意見交換を実施。制
度構築に向け引き続き協議することを確認した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・看護学科卒業生の県内就職率６０％を目指す

〔中期計画〕
（仮称）看護実践・キャリア支援センターを設置・運営する等、看護学生の就労支援を行い、県内
就職率の向上に努める。

〈取組内容〉
・（仮称）看護実践・キャリア支援センターの設置及び大学と附属病院の連携による看護学生の
県内就職に向けた取組の推進

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
３３名

３３名 ３８名 ４５名 ５０名 ５２名
５４名*
（６０％）

実績 ４８名 ６２名

現状
分析

*入学及び編入学定員95名に対する県内就職率約６０％を確保するための必要数

看護学科卒業生の
県内就職者数

新卒者８２名のうち進学者４名、６６名が看護師として就職し、うち５６名（附属病院５２
名、県内病院４名）が県内に就職、８名が保健師として就職し、うち６名が県内に就職。合
計６２名が県内に就職。比率にして７５．６％が県内に残ったことになり、目標を大幅に上
回った。（※H２６県内就職率７５．６％はH26卒業の入学及び編入学時定員８５名のうち
大学院進学者３名を除く８２名に対する比率。）
※H26の卒業生８２名の他、既卒者６名は県外就職、本学大学院修了者５名中１名は県
内就職。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　看護師の地域貢献

9

（１） 引き続き、認定看護師の養成を推進する。
特に「皮膚・排泄ケア」「慢性心不全」「手術看
護」「がん化学療法看護」分野の養成を目指
す。

本年度1名(がん化学療法)が認定試験に合格し、有資格
者は26名となった。
また、本年度3名(慢性心不全、皮膚・排泄→12月修了、
手術→3月修了)が認定看護師養成研修を修了し、来年
度認定試験を受験する予定である。
さらに、来年度認定看護師養成研修を1名(認知症)受講
する予定になっている。
よって、有資格者数は年度指標を達成し、計画を上回っ
て実施している。

S

10

（２）・専門看護師の養成を行うか、もしくは他の
方法でのキャリア支援を行うかの検討を行う。
・特定行為に係る看護師の指定研修について、
本院での導入について検討し、必要な準備を
行う。

・看護学科運営会議において２度検討を行い、平成２７
年度に看護学科学生を対象とし、CNS・博士課程等につ
いてニーズ調査を行うこととなった。
・特定行為に係る看護師の指定研修機関の申請につい
ても、病院長、看護部長をはじめとする関係者が参集し
打ち合わせを行った。厚生労働省が主催する説明会に
も参加し、平成２７年度に申請を行うこととなった。
以上から、年度計画を十分実施している。

A

11
（３）・研修計画に基づく研修を実施する。
・本院の看護職員が地域全体の看護のレベル
アップのための指導・助言を行う。

・教育・研修計画に基づく新人看護師：152時間、及び現
任看護師：176.5時間の研修を実施し、さらに、レベル別
にクリニカルラダー研修を実施した。
・来年度実施に向け、看護師の知識・技術や業務内容等
を評価し、認定するクリニカルラダー承認システムを試行
実施した。
・地域の看護師を対象に、がん領域の専門看護師と認定
看護師による研修会を5回実施し、393名の参加があっ
た。
以上から、年度計画を十分実施している。

A

12
（４）引き続き協議を進めながら、各々(病院看
護部、大学看護学科、看護協会)の役割分担を
確立する。

･看護実践・キャリア支援センターが外部（看護協会等）
からの看護学科教員への講師招聘の主たる窓口となるこ
とが確認された。
・本学スキルスラボにおいて、看護協会主催の研修が実
施できるよう日程を調整した。
以上から、年度計画を十分実施している。

A

13

（５）・看護実践・キャリア支援センターを設置す
る。
スキルスラボについて、
・医学科と調整を図り、看護学科の学生の利用
を開始する。
・病院看護部等の臨床スタッフの利用を開始す
る。

・看護実践･キャリア支援センターを設置した（4月）。
・臨床スタッフ（病院看護部等）を対象に81日間、医学科
学生を対象に13日間スキルスラボを開放し活用させた。
247開放日中94日使用と、約40%の稼働率であった。
以上から、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・認定看護師や専門看護師の総数を平成２４年１１月現在と比べ１．５倍を目指す

〔中期計画〕
認定看護師・専門看護師を増やすとともに、附属病院看護部と看護学科が協働・連携する体制
を構築し、看護職員等の教育・研修プログラム及びキャリア支援を充実させることにより、地域の
看護師のレベルアップを目指す。

〈取組内容〉
・認定看護師養成研修への派遣、看護学研究科へのCNSコース設置等によるキャリア支援の充
実
・看護職員の専門知識及び能力養成のための研修プログラムの充実
・病院看護部と大学看護学科、看護協会の相互の情報交換等の連携
・（仮称）看護実践・キャリア支援センタ－の設置及びスキルスラボの設置、地域へのオープン化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
２３名

２５名 ２７名 ２９名 ３１名 ３３名 ３５名

実績 ２６名 ３３名

現状
分析

認定看護師・専門看
護師数

認定看護師（26名）・専門看護師（7名）の合計数33名がH26年度の指標を大きく上回って
いるが、今後もその養成に努め、中期計画の最終目標以上の成果の達成を目指す。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅰ地域貢献＜研究関連＞
３　研究成果等の地域への還元

14

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

15

（２）・外部評価委員を選任する。
・研究に関する第三者評価を行うための評価
項目、評価方法等について検討する。
・その検討内容について研究推進戦略本部に
おいて審議する。

研究推進戦略本部で、評価の方向性の検討は行った
が、医大の将来像策定会議における研究評価の議論を
踏まえ、評価のあり方を検討する必要がある。
以上のことから、年度計画を十分には実施できていな
い。

B

16
（３）大和漢方医学薬学センターにおいて漢方
に関する教育･研究･診療を開始する。

・教育に関して、医学科4年生に対し東洋医学講義（6コ
マ）を実施した。
・研究に関して、漢方薬シンポジウム2014を奈良県と共
催（対象：一般県民 参加者約680名）、定期的な大和漢
方医学薬学セミナーの開催、（一社）漢方産業化推進研
究会実施セミナーや研究会に参加する等、漢方の普及
推進に関する取組みを積極的に行った。また、学内研究
の公募案を作成した。
・診療に関して、漢方外来を開始（毎週1回＋月１回）し
た。
以上から、年度計画を十分実施している。

A

17
（４）研究成果を生かして、国の大型研究プロ
ジェクトを申請する。

・住居医学(MBT)の研究成果をもとに、文部科学省「地
(知)の拠点整備事業」に申請を行った。
・奈良県・橿原市・明日香村とともに、内閣府の「地域活
性化モデルケース」に選定され、国(内閣府)に「地域再
生計画」を申請し、認定を受けた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する
・（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置・運営する
・住居医学講座、スポーツ医学講座などのエビデンスの確立と講習会等を実施する

〔中期計画〕
住居医学講座や（仮称）大和漢方医学薬学センター、スポーツ医学講座等を核として産学官連
携による研究推進に取り組む。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営
・漢方の教育・研究、人材育成、地域医療者への研修・普及を行う（仮称）大和漢方医学薬学セ
ンターの設置・運営
・「住居医学」・「認知症への対応」・「スポーツ医学」等リビングサイエンスへの取組強化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり方

検討

現状
分析

指標
エビデンス

の確立
講習会等の

実施

実績

漢方薬シンポ
ジウム2013

開催
第１回大和漢
方医学セミ
ナー開催

漢方薬シンポ
ジウム2014開

催
第2回、第3回
大和漢方医学
セミナー開催

現状
分析

外部有識者を含む
評価委員会の設置・
運営

医大の将来像策定会議において研究のあり方について検討中であり、評価のあり方につ
いてもその中で併せて議論されており、議論の推移を見守り、評価のあり方を検討。

住居医学講座や（仮
称）大和漢方医学薬
学センター等

大和漢方医学薬学センター
11/1　漢方薬シンポジウム２０１４を開催し、広く県民に対して漢方に関する啓発を実施。
9/11　第２回大和漢方医学薬学セミナー（医師・薬剤師のための漢方セミナー）の開催。
1/11　第３回大和漢方医学薬学セミナー（中級者（医師）のための漢方セミナー）の開
催。

ＭＢＴ
住居医学（ＭＢＴ）の研究成果をもとに内閣府「地域活性化モデルケース」へ奈良県、橿
原市、明日香村と共同で提案し、選定される。
橿原市、明日香村と「地域再生計画」の申請を行い、認定を受けた。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

４　健康増進の県民アプローチの充実

18

（１）・県民健康増進支援センターに専任スタッ
フを配置する。
・県民健康増進支援センターにおいて、県市町
村が行う保健事業に対し指導･助言などを行
う。

運営委員会において決定された県民健康増進支援セン
ター規程に基づき、専任スタッフを配置し、県市町村が
実施する保健事業（25件）に協力し、地域包括ケアシス
テム構築に関連する会議・研修会（37回）に参加した。
専任スタッフを配置し、県市町村が行う保健事業に対し
指導･助言を行ったので、年度計画を十分実施してい
る。

A

19

（２）・県民健康増進支援センターにおいて、「く
らしと医学」公開講座へアンケートの意見を反
映させるなど県民の健康増進を視点にした開
催内容の見直しを図る。
・県民健康増進支援センターにおいて、新しい
コンセプトの公開講座を検討する。

アンケートにより県民のニーズを把握し、平成26年9月20
日に「細胞の不思議な力と再生医療」他2講座（受講約
500名）、平成27年3月14日に「寄生虫今昔物語」他2講
座（受講約300名）を開催した。
・上記アンケ－ト等を参考にシンポジウムやパネルディス
カッション等新たなコンセプトの公開講座の実施を検討し
た。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

20
（３）研究推進本部での検討結果に基づき、健
康長寿コホート研究の計画立案等、健康増進
に関する研究を実施していく。

合計８回の会議で、以下のような点を検討し、健康長寿コ
ホート研究の学内公募案を確定したので、年度計画を十
分実施している。
・地域住民および病院患者を対象とするコホート研究の
実行可能性と問題点
・コホート研究のテーマを学内募集する場合の必須要件
・公募研究の共通テーマについて
・公募研究の評価基準
・コホート研究助成金の用途について

A

〔中期目標〕
・県民の健康増進支援組織を設置・運営する

〔中期計画〕
市町村や県が実施している健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な
情報や研究成果を提供することにより地域住民のセルフケアを支援する。

〈取組内容〉
・県民の健康増進を図る支援組織の設置・運営
・公開講座の充実等による予防医学や健康づくりに関する情報の提供
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元

※奈良県健康長寿コホートスタディ：県下全域を対象とした

健康長寿を維持させる要因を多面的に研究する疫学調査。

※ＭＢＴ構想：奈良医大を中心としたまちづくりによる地域貢献。

（MBT：Medicine -Based Town）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置検討 設置・運営

実績
県民健康増
進支援セン
ター設置

運営

現状
分析

県民の健康増進支
援組織の設置・運営 奈良県および県内の4保健所、7市町村からの25件の依頼に対して指導・助言を行い、37

件の会議・研修会に参加した。奈良県の地域包括ケア推進室と共に、8市、8町、3村の介
護保険事業の分析に関する指導・助言を行った。2市、1町から日常生活圏域ニーズ調査
の分析依頼があり、県民28,354名のデータ分析を実施し、専門家としての助言を加えた。
県実施の「奈良県版見える化」の作成に対して県民14,136名のデータ分析結果を提供し
た。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅰ地域貢献＜診療関連＞
５　断らない救急医療体制の整備

21

（１） ・救急患者の受入体制の再構築及び救急
搬送コ－ディネ－ト機能等を検討する会議から
出てくる課題について、優先度に応じて方向性
を検討する。
・ＥＲプロジェクトの運用状況を見極めつつ、受
入時間帯を拡大する。
・急性期を脱した救急患者の転院等の仕組み
や病院間連携体制の整備等の後方連携につ
いて関係医療機関と協議する。
・医師等救急医療従事者の負担軽減対策を引
き続き検討する。

・ERの時間延長（平日20時まで）（5月21日～）
・平成27年度土日ER実施に向けた院内体制に関する各
診療科への調査及び調査結果の協議を行った。（１～2
月）
・中南和地域救急患者受入等意見交換会で重症腹症
（腹痛・吐下血）救急患者受入状況に関する協議がなさ
れた。院内では手術・病病プロジェクト推進会議でこの件
について協議を行った。(H26.5～3）
　結果、重症腹症（腹痛・吐下血）救急患者については、
地域医療機関でネットワークを構築し、当番表を作成し
た。（平成27年4月1日から実施予定）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

22
（２）・高度救急医療を担う医師、看護師等の確
保に努める。
・専門医や認定看護師の養成を推進する。

搬送コーディネートを行う産科医を確保（18名）するととも
に、高度救命医療を担う看護師のスキルアップのため積
極的に研修に派遣した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・重篤な救急患者の高度救命救急センターの受入率を１００％に近づける
・重篤な救急患者を断らないシステムを構築する
・県内救急搬送のコーディネート機能を運用する

〔中期計画〕
県内の救急医療に関する諸機関の連携体制のもと、重篤な救急患者の受入を中心に、病院全
体として 断らない救急医療の実現に取り組む。

〈取組内容〉
・重篤な救急患者等のスムーズな受入のための院内体制再構築及び、県内救急搬送コーディ
ネート機能の支援
・救急患者の転院等の仕組みや病院間連携体制の整備
・高度救急医療を担う医師、看護師等の確保及び、専門医や認定看護師等の養成
・医師等救急医療従事者の負担軽減対策（補助員配置、服務、手当等）への取組

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

８５.７％
８７％ ８９％ ９１％ ９３％ ９５％

１００％に
近づける

実績
８１．２％

(151/186件)
９８．７％
(75/76件)

現状
分析

指標

県内救急
搬送コー
ディネート

機能の検討

運用開始

実績
ＥＲプロジェ
クトの実施

ＥＲの拡大
に向け検
討・協議

現状
分析

重篤な救急患者の
高度救命救急セン
ター受入率

　重篤な救急患者の受入を中心に、病院全体として、「断らない救急医療」実現のための
体制整備に取り組んでいる。受入率については、救命救急センターがｅ-Matchの応需情
報登録（疾患別）で受入可とした場合の受入率であり、２５年度は８１．２％で、前年を下
回ったが、本年度は９８．７％となっている。
高度救命救急ｾﾝﾀｰにおける
　・e-Match・ﾙｰﾙ（疾患別）に基づく応需状況：照会件数76件・受入件数75件
    ・受入率98.7%
　 （前年度：照会件数186件・受入件数151件・受入率81.2%）
　・救急患者受入状況：照会件数660件・受入件数527件・受入率79.8%
　 （前年度：照会件数653件・受入件数435件・受入率66.6%）

県内救急搬送コー
ディネート機能の
運用 25年9月2日から、本院総合診療科が中心となり、平日の勤務時間帯におけるＥＲプロ

ジェクトの運用を開始し、26年5月21日からは、平日の20時まで時間を延長している。
さらに、現在、土日ＥＲの２７年度実施に向けた院内・院外の体制づくりのため、救急医療
プロジェクト会議等において検討・協議中である。そのなかで、関連病院との病病連携や
後方連携、県内搬送コーディネート等を含めた検討も必要であり、今後、県や関連病院と
ともに、県の救急医療全体の課題として検討・協議を行っていく必要がある。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

６　周産期医療体制の強化

23

（１）リスクの高い妊婦に対する医療や高度な
新生児医療等の周産期医療を担う本院総合周
産期母子医療センターの円滑な運営を行う。
　ＭＦＩＣＵ ６床
　同後方病床 １２床
　ＮＩＣＵ　許可 ２１床（運用 １８床）
　ＧＣＵ １２床

本院総合周産期母子医療センターを中心に、２６年４月
から母体搬送コ－ディネ－ター業務を実施しており、本
年度の奈良医大における母体の県内搬送率は94.0％
(H25:89.9%)となっており改善している。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

24
（２）・搬送コーディネートを行う産科医・新生児
科医の確保・増員に努める。
・母体搬送コ－ディネ－ター事業を実施する。

・搬送ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを行う産科医を確保した（18名）。
・平成26年4月から本院総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰにお
いて、母体搬送ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業を実施しており、業務は
順調に進捗している。
　平成26年度の業務実績
　　情報収集　445件
　　情報収集・ｺ-ﾃﾞｨﾈｰﾄ　15件
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

25

（３）・産科、小児科に進む県費奨学生に提示す
る適切なキャリアパスを地域医療学講座ととも
に検討する。
・周産期医療従事者等への研修会を開催す
る。
　　新生児蘇生法講習会
　　長期療養児在宅看護研修会

・県費奨学生の今後の進路について面談を実施した。
（10名）
　平成27年度義務履行者8名（産科6名、小児科2名）
・県費奨学生のキャリア形成支援、医師不足の医療機関
の医師確保支援のため、県費奨学生配置センター運営
委員会を開催した。（1,2,3月の3回）
・周産期医療従事者への研修会を開催した。
　新生児蘇生法講習会 3回(6,7,10月、参加者延べ31名)
　長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修会 3回
(6,11,12月、参加者延べ92名)
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・新生児・母体の県内受入率を１００％に近づける

〔中期計画〕
総合周産期母子医療センターの機能充実と施設間ネットワークとの連携を図ることにより母体・
新生児搬送受入率100％を目指すとともに、周産期医療を担い推進する人材（新生児科医、産
科医、小児科医、小児外科医、助産師、看護師等）を養成する。

〈取組内容〉
・ＧＣＵの増床等、総合周産期母子医療センターの機能充実
・施設間ネットワークとの連携による、県内母体・新生児搬送コーディネート機能の充実
・高度周産期医療を担う医師、助産師、看護師等の人材養成・確保

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

９２.４％
９３％ ９３％ ９３％

１００％に
近づける

１００％に
近づける

１００％に
近づける

実績 ９２．６％ ９４．７％

現状
分析

指標
Ｈ２３

１００％
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％

実績 １００％ １００％

現状
分析

指標

県内搬送
コーディ

ネート機能
の検討

運用開始

実績

母体搬送
コ－ディ

ネ－ト体制
の検討

母体搬送
コーディ
ネートの

開始

現状
分析

母体県内受入率

本院総合周産期母子医療センターを中心に、２６年４月から母体搬送コ－ディネ－ター業務を
実施しており、本年度の奈良県における母体の県内搬送率は９４．７％となっている。引き続
き、母体の県内搬送率の向上を目指すのためソフト面でカバーを行っていく。

新生児県内受入率

新生児搬送体制は概ね確立されており、今後も県内搬送を維持できるよう努める。

県内搬送コーディ
ネートの運用

H２６年４月から本院総合周産期母子医療センターを中心として母体搬送コ－ディネ－
ター業務を開始し、順調に進捗している。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

７　他の医療機関との連携強化

26
（１）連携登録医制度の充実、予約診療等の拡
充により逆紹介等の促進を図る。

・初診紹介予約制度の利用促進のため、制度未活用医
療機関へ利用案内を郵送(639件)及び訪問活動(2件)に
より啓発するとともに、初診患者の予約枠を５診療科で拡
大したことにより、初診紹介予約件数は対前年比793件
の増となった。
・登録医が治療情報の把握等のため、当院に紹介した患
者の電子カルテ閲覧・病室訪問を認め連携登録医制度
を充実した。
・外来医長会議を活用し、診療科別・月別逆紹介患者数
を提示するなど逆紹介推進の院内啓発を進めた。
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

27
（２）退院調整の効果的運用と啓発活動の推進
により地域医療連携パスの運用件数の増加を
図る。

・緩和ケアチームと共同でがん患者を対象とした緩和ケ
アパスを作成、眼科疾患パスを含め地域連携パスを17種
別に拡大し、目標を超える197件の運用件数を達成し
た。
・医療者用パスシートを電子カルテに掲載(乳がん・肝が
ん・大腸がん)し、パス作成の医師負担軽減を図った。
・５大がん等のパス啓発ポスターの院内掲示と「入院のし
おり」へのパス運用啓発文の掲載を行った。
・小児センター、Ｃ５病棟（神経内科等）、NICUで早期退
院支援を6月から実施している。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

28
（３）本県緩和ケア提供体制の中で、中核的な
緩和ケアセンターとしての役割を果たすべく稼
働する。

・「がん診療連携拠点病院等の整備について」（厚労省
局長通知）に基づき、今年度に必要な整備（診療・情報
収集提供体制等）と県への申請手続きを行った。
・都道府県がん診療連携拠点病院研修会、がん就労研
修会等を開催し、延べ205名が参加した。
・県民公開講座「がんタウンミーティング」を開催し、148
名が参加した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

29
（４）基幹型認知症疾患医療センターの運営を
行う。

・かかりつけ医研修会、認知症疾患医療センター担当者
連絡協議会等を開催し、地域医療機関との連携を図っ
た。
・相談件数が倍増した。（H25:14件/月→H26:34件/月）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

30

（５）地域の医療従事者等を対象にした研修会
の開催や情報発信を拡充する。
　①病院独自で行う医療情報の発信
　②地域医療連携を推進する地域医
　　療連携懇話会及び地域医療連携
　　を担う実務担当者の会議を各々
　　年１回以上開催する。

・「在宅緩和ケア」を主テーマに地域医療連携懇話会を
開催、医師・看護師・社会福祉士等244人の参加があり
緩和ケアに関する情報共有と緩和ケアパスの運用推進
を図った。
・県内病院の地域医療連携実務担当者により「なら地域
医療連携実務者協議会」を設立し、医療機関相互の情
報を共有した。(会員:35病院95人)
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・「脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、がん、精神疾患」の地域医療連携パスの運用件数２００件を目指
す
・認知症疾患医療センターを設置・運営する
・中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する
・紹介率７５％、逆紹介率６０％を目指す

〔中期計画〕
各種地域医療連携パス、退院調整の効果的な運用、地域医療連携連絡協議会の活性化、連携
登録医制度の導入による逆紹介等の促進により、地域医療連携をより一層推進する。また、基
幹型認知症疾患医療センター、中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する。

〈取組内容〉
・連携登録医制度の導入、予約診療等の拡充による逆紹介等の促進
・各種地域医療連携パスの拡充、退院調整の効果的運用等による地域医療連携の推進
・本県の緩和ケア提供体制の中で、本院緩和ケアセンターがその中核的な役割を果たすべく稼
働
・地域医療機関と連携して認知症高齢者受け入れのための基幹型認知症疾患医療センターの
設置
・地域の医療従事者等を対象にした各種研修会の開催や医療情報発信の充実

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

１３７件
１４０件 １５０件 １６５件 １８５件 ２００件 ２００件

実績 １２７件 １９７件

現状
分析

指標
Ｈ２３

７４.２％
７５％ ７５％ ７５％ ７５％ ７５％ ７５％

実績 ７５.４％ ７９.３％

現状
分析

指標
Ｈ２３

４２.１％
４３％ ４８％ ５３％ ５６％ ５８％ ６０％

実績 ４３.９％ ５２.０％

現状
分析

指標 構想策定 本格稼働

実績
機能充実と
あり方の

検討

新指針へ
の対応

現状
分析

地域医療連携パス
の運用件数

平成２６年度においては、目標を達成。

紹介率

平成２６年度においては、目標を達成。

逆紹介率

平成２６年度においては、目標を達成。

中核的な緩和ケアセ
ンターの設置・運営

平成26年度は、がん診療連携拠点病院の新指針（H26年1月）に対応すべく、新たな緩和
ケアの提供体制（7項目）を構築し、PDCA評価を行った。
県内緩和ケアチームを対象にチーム研修会を開催する等、県における指導的立場として
稼働を開始した。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

８　県内医療人への助言・指導

30*
(再)

（１）地域の医療従事者等を対象にした研修会
の開催や情報発信を拡充する。
　①病院独自で行う医療情報の発信
　②地域医療連携を推進する地域医療
      連携懇話会及び地域医療連携を担う実務
　　担当者の会議を各々年１回以上開催する。
(再掲：Ⅰ-7）

・「在宅緩和ケア」を主テーマに地域医療連携懇話会を
開催、医師・看護師・社会福祉士等244人の参加があり
緩和ケアに関する情報共有と緩和ケアパスの運用推進
を図った。
・県内病院の地域医療連携実務担当者により「なら地域
医療連携実務者協議会」を設立し、医療機関相互の情
報を共有した。(会員:35病院95人)
以上のことから、年度計画を十分実施している。
(再掲：Ⅰ-7）

A

31

（２）スキルスラボについて、
・医学科、看護学科の学生の利用を開始する。
・病院看護部等の臨床スタッフの利用を開始す
る。
・ＡＣＬＳの講習等としての利用を開始する。

・臨床スタッフ（病院看護部等）を対象に81日間、医学科
学生を対象に13日間スキルスラボを開放し活用させた。
247開放日中94日使用と、約40%の稼働率であった。
・麻酔科を中心とし、ACLS等の高度な救命処置につい
ての研修も2回実施した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・医療関係者に対する研修会等の開催回数を平成２３年度に比べ倍増を目指す

〔中期計画〕
県・市町村医師会や県看護協会と協働して、最新技術・情報を学べる研修やスキルスラボ実習
を企画・実施するとともに、メーリングリスト等を活用した情報発信を行い、県内医療人のレベル
アップに貢献する。

〈取組内容〉
・地域の医療従事者等を対象にした各種研修会の開催や医療情報発信の充実（再掲:Ⅰ-7）
・臨床技能習得のためのスキルスラボの設置・運営及び地域へのオープン化

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３
２回

３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回

実績 ３回 ７回

現状
分析

研修会等の開催回数
地域医療連携懇話会及び地域医療連携連絡協議会を地域医療連携室主催で開催する
とともに、その他各専門分野において地域医療に従事する職員が参加する研修会（都道
府県がん診療拠点病院研修会等）を多数開催しており、評価指標に示す回数は充分クリ
アしている。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅱ教育
１　リベラルアーツ教育の実践
　　医の心をもった医療人の育成
　　医療経営に関する教育の確保

32
（１）一般教育検討委員会でカリキュラム編成案
を作成する。

「一般教育検討委員会」及び「医大の将来像策定会議」
で教養教育を含む、良き医療人の育成を目指した新カリ
キュラムの編成案を作成した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

33
（２）学生のニーズを把握するため、学生アン
ケート調査を実施する。

医学科および看護学科の全学生を対象にアンケート調
査を実施した。
　実施時期：10月～2月
　医学科：回収率76％（516/680名）
　看護学科：回収率95％（326/343名）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

34

（３） 「医療経営学」を選択科目として開講す
る。
２７年度の主科目として、修士課程の院生の募
集を開始する。

平成26年度に大学院医学研究科に設置した「医療経営
学」について、選択科目として２名が単位を取得、平成27
年度の募集では、主科目１名の入学者を決定した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む一般教育検討委員会を設置・運営する
・リベラルアーツ教育に沿った新カリキュラムを導入する
・医師・看護師の理想像を理解し、医師・看護師になる強い自覚を持った学生の割合９０％を目
指す
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置する

〔中期計画〕
カリキュラムの見直し・再構築を行い、医療人にふさわしい教養や倫理観を培うリベラルアーツ
教育、および国際感覚、実践的英語能力等の習得を目的とした幅広い教育を強化する。

〈取組内容〉
・一般教育検討委員会の設置によるリベラルアーツ教育等の充実に向けたカリキュラムの構築
・アンケート調査の実施による学生の意見及び満足度の的確な把握
・大学院に医科学専攻医療経営学科目を設置

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

・委員会設置
・学生ｱﾝｹｰﾄ
　実施
・他大学の
　状況調査

新カリキュ
ラム（案）
策定

新カリキュ
ラム導入

実績

・一般教育検
討委員会を設
置
・医学科１年
生から６年生
にｱﾝｹｰﾄ調査
実施
・京都府立医
科大学、東京
医科歯科大学
のｶﾘｷｭﾗﾑ調
査実施

新カリキュラ
ムの編成案
の作成（「教
育改革
2015」の策
定）

現状
分析

指標
【医学科】

H22 30.6%
４０％ ５５％ ７０％ ８０％ ８５％ ９０％

実績
３８％

(９３％)
３８％

（９１％）

現状
分析

指標
【看護学科】

H22 33.2%
４０％ ５５％ ７０％ ８０％ ８５％ ９０％

実績
４１％

（９５％）
４０％

（９１％）

現状
分析

指標

実績
「医療経営
学」を設置

主科目とし
て学生募集

現状
分析

外部有識者を含む
一般教育検討委員
会の設置と新カリ
キュラムの導入

医学科・看護学科の教員で構成した「一般教育検討委員会」において、一般教育に係る諸課題（カリ
キュラム改正、英語教育等）について検討し、新カリキュラムの編成案を決定。
また、教育開発センターに配置したコーディネータによる各授業の検証、医療英語の試行的な実施、
教養図書の図書館への整備などを実施。　これらカリキュラムの見直し等を含めた、良き医療人の育
成を目指した「教育改革2015」を26年度内に策定。
以上の活動から十分な活動が行われていると考える。

極めて強い自覚を持っている学生および強い自覚を持っている学生は３８％であるが、自覚を
持っている学生を含めると９１％（左記カッコ内数値）であり、大多数の学生が自覚を持っている
と考える。

大学院医科学専攻
医療経営学科目の
設置運営

25年度に医療経営学を設置し、26年度に専門科目として、院生の選択科目に追加した。
また、27年度入学生の募集を行い主科目選択者１名が合格。順調に進捗している。

医師・看護師の理想
像を理解し、医師・
看護師になる強い自
覚を持った学生の
割合

極めて強い自覚を持っている学生および強い自覚を持っている学生は４０％であるが、自覚を
持っている学生を含めると９１％（左記カッコ内数値）であり、大多数の学生が自覚を持っている
と考える。

大学院医科学専攻医療経営学科目の設置運営
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　教育内容の評価

35

（１）・医学科・看護学科において、授業評価を
実施し、評価結果を教員に通知する。
・教員に評価結果を基にした授業改善調査を
実施する。
・授業評価の集計結果を分析し公表する。
・評価項目の検討を行う。

医学科・看護学科の全教科で授業評価を実施、授業評
価の結果を各教員に通知するとともに結果をＨＰに掲載
した。授業評価について、授業の聞き取りやすさ、プリン
ト、スライドの効果的使い方では、どの分野でも良好な評
価であった。また、学生の自主的な学習への取組につい
ては臨床医学教育科目が比較的高い結果であったが、
同科目の回収率の低下が懸念される結果となった。
授業評価結果を踏まえ、教員に評価結果を基にした授
業改善調査を実施し、各科目改善点が提案され、今後
の効果が期待される結果となった。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

33*
(再)

（２）学生のニーズを把握するため、学生アン
ケート調査を実施する。
（再掲Ⅱ-1）

医学科および看護学科の全学生を対象にアンケート調
査を実施した。
　実施時期：10月～2月
　医学科：回収率76％（516/680名）
　看護学科：回収率95％（326/343名）
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅱ－1）

A

36
（３）２４年度・２５年度の状況を踏まえ、表彰制
度について、他学の制度を参考に有効な実施
方法を検討する。

他学の制度・実施状況も踏まえ、表彰制度について、Ｆ
Ｄ研修会（H26：全7回実施）への積極的な参加を基準と
することを検討した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

37

（４） 教員を対象とした研修会を実施し、研修結
果を分析・評価する。また、以下について検討
する。
・ＦＤ研修を登録制にする。
・新任教員については、必ずＦＤ研修を受講さ
せる。
・教員の採用時等に使用する履歴書にＦＤ研修
受講歴を明記させる。

医学科および看護学科でＦＤ研修会を実施した。アン
ケートの結果、レクチャー、討論、ワークショップ共に、
７０％以上が「良かった」という評価であった。また、授業
の改善手法について勉強になったとの意見が多かった
が、一方では、積極的に自分で授業を改善するのではな
く、具体的な改善方法を指導してほしいという意見もあ
り、教員の自己主導性を改善する必要性が示唆された。
その他、ＦＤ研修について登録制、新任教員の必修化、
履歴書への記入を実施した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・カリキュラムと授業の進め方に「不満」・「大いに不満」な学生の割合を平成２２年度に比べ半減
を目指す
・評価体制の構築と評価を実施する

〔中期計画〕
教員の教育力向上のためのＦＤ(Faculty Development)活動の活性化および教員と学生の双方
向性の授業評価システムを構築することにより、講義・実習・研修内容の充実を図る。

〈取組内容〉
・双方向の授業評価システムの構築及び実施による授業の改善
・教員の表彰制度の導入
・ＦＤ研修会の実施による教育能力の向上

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
【医学科】
H22 約40%

３９％ ３６％ ３０％ ２６％ ２２％ ２０％

実績
カリキュラム
        ３８％
授業　３１％

カリキュラム
　　　　４１％
授業　３３％

現状
分析

指標
【看護学科】

H22 約40%
３９％ ３６％ ３０％ ２６％ ２２％ ２０％

実績
カリキュラム
        １６％
授業　１４％

カリキュラム
　　　　１０％
授業　４％

現状
分析

指標
評価体制の
検討・構築

評価の実施

実績

現状
分析

全学生へのアンケート調査の結果、カリキュラムへの不満が４１％、授業への不満が３
３％である。今後もカリキュラムと授業の改善を行っていく。

全学生へのアンケート調査の結果、カリキュラムへの不満が１０％、授業への不満が４％であ
る。前年度に比べ、不満が減少しており、今後もカリキュラムと授業の改善を行っていく。

授業内容・教員の評
価体制

医学科５５教員、看護学科３９教員の授業評価を実施し、各教員に結果通知を行い、医
学科では２８名の教員から自己評価書を回収した。

カリキュラムと授業
の進め方に「不満」・
「大いに不満」な学
生の割合

医学科・看護学科全科目の授
業評価を実施
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

３　老朽・狭隘施設への対策

38

（１）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新キャンパス基本計画について、平成２７年
度設計着手に向け、新キャンパス整備にかか
る学内検討体制のもと検討を行い、基本計画
を策定する。

B

39

（２）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。

B

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定には至らなかったことから、年度計画を十分
実施しているとは評価できず、今後、県と共に速やかに
策定を進める必要がある。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討

現状
分析

新キャンパスの整備
県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・
「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅲ研究
１　研究の適切な成果評価

14*
(再)

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。
（再掲：Ⅰ-3）

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上から、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

15*
(再)

（２）・外部評価委員を選任する。
・研究に関する第三者評価を行うための評価
項目、評価方法等について検討する。
・その検討内容について研究推進戦略本部に
おいて審議する。
（再掲：Ⅰ-3）

研究推進戦略本部で、評価の方向性の検討は行った
が、医大の将来像策定会議における研究評価の議論を
踏まえ、評価のあり方を検討する必要がある。
以上のことから、年度計画を十分には実施できていな
い。
（再掲：Ⅰ-3）

B

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
研究に関する外部有識者を含む自己評価委員会を設置・運営するとともに、教室主任に研究目
標の明確化を求め、達成状況を自己評価させ、極めて高い研究業績をあげた者に対する顕彰
制度を新設する。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営（再掲:Ⅰ-3）
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営（再掲:Ⅰ-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり

方検討

現状
分析

外部有識者を含む
評価委員会の設置・
運営
（再掲:Ⅰ-3） 医大の将来像策定会議において研究のあり方について検討中であり、評価のあり方につ

いてもその中で併せて議論されており、議論の推移を見守り、評価のあり方を検討。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　有能な研究者の獲得

14*
(再)

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。
（再掲：Ⅰ-3）

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

40
（２）・学内生に研究医養成コースを継続的に周
知する。
・研究医枠制度の柔軟な運用策を実施する。

・研究医養成コースの周知にも繋がるものとして、基礎医
学系の各教室の研究を紹介する「基礎医学系教室研究
紹介マガジン」を作成した（Ｈ24年度より継続事業）。
・将来の研究医養成への誘導のため、本学学部生が定
められたカリキュラム以外の場で指導教員の下、継続的
な自主的研究活動に取り組むことを奨励するため、学生
の受入教室に対し活動費の一部を助成する「学生研究
活動支援事業」を、平成27年度から実施することを決定
した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

41
（３）研究推進戦略本部において、特別共同研
究助成事業や若手研究者研究助成制度を継
続的に運用する。

５月に特別共同研究助成事業・若手研究者研究助成事
業を募集。新規の特別共同研究を３件、若手研究を９件
採択した。特別共同研究については、25年度からの継続
２件と合わせ、５件の研究を実施。
以上のことから年度計画を十分実施している。

A

42
（４）研究推進戦略本部における検討結果を踏
まえ、新たな女性研究者への支援制度の検討
を実施する。

妊娠･出産・子育て中や家族に要介護者を抱える女性研
究者の研究継続支援として、研究支援員制度の対象範
囲を拡大（女性の教員に加えて診療助教及び研究助教
も対象とする）する制度変更を実施した。
女性研究者への新たな支援制度について検討の上、制
度変更を実施したことから、年度計画を上回って実施し
ている。

S

〔中期目標〕
・基礎医学系教員１４名以上の育成を目指す
・ＰｕｂＭｅｄ対象の英文学術論文数を延べ1,400件を目指す

〔中期計画〕
研究医養成コースの充実に加え、学内共同研究プロジェクトや若手研究者への支援制度の充
実等により、基礎医学・社会医学・臨床医学の研究を推進する高度な知識・能力と意欲を持つ研
究人材を育成し、大学全体の研究競争力を高める。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営（再掲:Ⅰ-3）
・基礎医学・社会医学研究者の増加を図るための研究医養成コースの充実
・研究助教制度、顕彰制度、若手研究者支援制度の導入等、研究体制強化の取組実施
・女性研究者の継続・復職支援の充実等による女性研究者支援

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

２１４件
２２６件

（累計）
４４６件

（累計）
６７８件

（累計）
９１６件

（累計）
１１６０件

（累計）
１４００件

実績 ２３４件
（累計）
５４６件

現状
分析

指標
Ｈ２４
２名

延べ４名 延べ６名 延べ８名 延べ１０名 延べ１２名 延べ１４名

実績 延べ５名 延べ８名

現状
分析

PubMed対象の英文
学術論文数（累計）

PubMedの検索による値
平成２６年度においても、目標を達成。

基礎医学系教員育
成数（累計）

研究枠入学生6名（H24-2名、H25-2名、H26-2名）及び学内学生2名（H25-1名、H26-1
名）により達成。

PubMed：アメリカ国立医学図書館内の国立生物科学情報センター(NCBI)が運営する

医学・生物学分野の学術論文検索サービス
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

３　健康・予防医療等研究範囲の拡大

14*
(再)

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。
（再掲：Ⅰ-3）

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

17*
(再)

（２）研究成果を生かして、国の大型研究プロ
ジェクトを申請する。
（再掲：Ⅰ－3）

・住居医学(MBT)の研究成果をもとに、文部科学省「地
(知)の拠点整備事業」に申請を行った。
・奈良県・橿原市・明日香村とともに、内閣府の「地域活
性化モデルケース」に選定され、国(内閣府)に「地域再
生計画」を申請し、認定を受けた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

20*
(再)

（３）研究推進本部での検討結果に基づき、健
康長寿コホート研究の計画立案等、健康増進
に関する研究を実施していく。
（再掲：Ⅰ-4）

合計８回の会議を実施し、以下のような点を検討し、健康
長寿コホート研究の学内公募案を確定した（資料；公募
案）ので、年度計画を十分実施している。
・地域住民および病院患者を対象とするコホート研究の
実行可能性と問題点
・コホート研究のテーマを学内募集する場合の必須要件
・公募研究の共通テーマについて
・公募研究の評価基準
・コホート研究助成金の用途について
（再掲：Ⅰ-4）

A

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営（再掲:Ⅰ-3）
・「住居医学」・「認知症への対応」・「スポーツ医学」等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ
-3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

新研究テー
マの検討

既存事業の
推進

新研究
テーマ事業
の実施,、
県内への
普及検討

実績

・県民健康
増進支援セ
ンター設置
・ＭＢＴにつ
いて共同研

究実施

・コホート研究
に関する骨子

策定
・MBTで国の
「地域活性化

モデルケース」
に選定

現状
分析

リビングサイエンス
の推進

・健康長寿コホート研究に関しては、骨子を作成して、学内募集内容について公募案を確
定。
・MBTについては、国（内閣府）の地域活性化モデルケースに採択され、橿原市、明日香
村と「地域再生計画」の申請を行い、認定を受けた。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

４　研究環境の改善

38*
(再)

（１）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新キャンパス基本計画について、平成２７年
度設計着手に向け、新キャンパス整備にかか
る学内検討体制のもと検討を行い、基本計画
を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

39*
(再)

（２）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。（再掲:Ⅱ－３）

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定には至らなかったことから、年度計画を十分
実施しているとは評価できず、今後、県と共に速やかに
策定を進める必要がある。
（再掲：Ⅱ-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討

現状
分析

新キャンパスの整備
（再掲:Ⅱ-3） 県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・

「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。

新キャンパスの整備
（再掲:Ⅱ-3）
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅳ診療
１　医師・看護師等の離職防止と人材確保

43
（１）ワークライフバランスの推進について、
ワークライフバランス検討委員会において継続
的に検討を行う。

平成26年6月と11月の２回にわたりワークライフバランス
検討委員会を開催し、短時間勤務制度の導入やワーク
ライフバランス推進のための職員アンケートの内容につ
いて検討を行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

44

（２）・平成２５年度に実施したアンケート調査結
果を集計、分析する。
・職員のニーズを把握し、短時間正規労働制度
の導入等具体的な諸施策を作成する。

平成26年6月のワークライフバランス検討委員会におい
て、平成25年度実施のアンケート結果について報告を
行った。
年休については、取得日数が少ないうえに、何日取得し
たか分からないという回答も多かった。平成26年12月に
導入した短時間勤務制度については、制度を利用した
場合、同僚に迷惑をかけるのではないか、職場の理解が
得られるのか等の懸念があることが判明し、制度化する
だけでなく、広く周知することの重要性も認識した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

45
（３）ワークライフバランス検討委員会におい
て、定員増や病児保育を行うための学内保育
園の整備計画を策定する。

平成27年1月より民間施設を活用した病児保育制度を導
入。また、平成26年度において園舎を増築し、平成27年
4月より定員を60人から90人へと増員を図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・ワークライフバランス検討委員会を設置・運営する
・女性医師数３５名を目指す（後期臨床研修医を除く）
・看護師の離職率を５％未満を目指す
・就業規則を見直す

〔中期計画〕
医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入等によるワークライフバラ
ンスの改善を図るとともに学内保育園の充実と利用の促進により、女性医師・看護師等の就職
促進と離職防止を図る。

〈取組内容〉
・仕事と生活を両立できる職場環境作りを検討するワークライフバランス検討委員会の設置・運
営
・短時間正規労働制度の導入等就業規則の見直し、女性医師・看護師等の継続・復職支援、保
育制度の充実等、ワークライフバランス推進のための制度等の構築や見直し

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２４
２３名

２５名 ２７名 ２９名 ３１名 ３３名 ３５名

実績 ２７名 ２６名

現状
分析

指標
Ｈ２３

７.４９％
７.０％ ６.５％ ６.０％ ５.５％ ５.０％ ５.０％

実績
Ｈ２５
７.１％

８.１％

現状
分析

指標 見直し

実績 検討中 実施

現状
分析

指標 設置 運営

実績 設置済 運営

現状
分析

*女性医師数：女性の臨床系教員（中央部門含む）

ワークライフバランス
検討委員会の設置・
運営

看護師の離職率
平成25年度の離職率と比較すると1.0％増（64人→76人　12人増）となっているが、平成
22年度以前は10％を超えている年度も多く、近年は7～8％台で推移している。
また、日本看護協会の調べでは、24年度・25年度ともに全国平均が11.0％となっているこ
とから、本学は低いと言える。今後も引き続き離職率の逓減に取り組む。

就業規則の見直し

平成26年12月、短時間勤務職員制度の拡充を実施。

ワークライフバランス検討委員会を設置し、平成25年度は２回、平成26年度は6月13日と
同年11月18日に委員会を開催。

女性医師数*

平成２５年度においては、目標を達成。
平成２６年度については、指標値とほぼ同等であり、今後も引き続き増加に取り組む。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　がん拠点病院としての機能の充実

46

（１）・がん診療に関する施設・機器を整備し充
実を図る。
・放射線療法医師、化学療法医師等のがん専
門医の育成・確保に努める。
・がん専門医臨床研修事業等、がん医療に携
わる人材の養成のための研修を実施する。
・がん診療連携拠点病院間の役割分担と連携
を推進し、がん診療提供環境の整備、充実を
図る。
・がん相談専門員研修を受講させるなど、相談
員のがん相談スキルを向上させる。

・E棟2期工事完成に向けて放射線治療装置の選定、
PETCT装置の選定を行った。
・がん薬物療法指導医取得（1名）、医学物理士（1名）と
放射線治療専門医（1名）の増員。
・腫瘍学セミナーを4回(6/26、7/8、9/18、3/19)開催し、
延べ81名が参加した。
・がん診療連携拠点病院研修会を６回(5/9、6/4、8/21、
11/20、12/15、2/20)開催し、延べ273名が参加した。
・がん相談支援センター相談員研修（１・２）、派遣がん相
談支援センター相談員指導者研修会に各々２名参加さ
せ、相談員の資質向上を図った。（指導者研修会につい
ては、当初の計画を上回って実施。1名→２名）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

28*
(再)

（２）本県緩和ケア提供体制の中で、中核的な
緩和ケアセンターとしての役割を果たすべく稼
働する。
（再掲：Ⅰ-7）

・「がん診療連携拠点病院等の整備について」（厚労省
局長通知）に基づき、今年度に必要な整備と県への申請
手続きを行った。
・都道府県がん診療連携拠点病院研修会、がん就労研
修会等を開催し、延べ205名が参加した。
・県民公開講座「がんタウンミーティング」を開催し、148
名が参加した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-7）

A

47
（３）多職種連携によるチ－ム医療体制の充実
に向けた取組を行う。

・キャンサーボード(多診療科によるカンファレンス)を「肺
がん」、「頭頸部腫瘍」、「骨腫瘍」について計74回行い、
各科連携体制、集学的がん治療の充実を図った。
・がん化学療法医療チーム研修会を開催し、県内より5
チーム20名の参加を得た。
・緩和ケアチーム研修会を開催し、県内より8チーム28名
の参加を得た。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

48
（４）院内がん登録統計をホ－ムペ－ジで公表
する。

・2013年症例の院内がん登録実施
　　　　登録件数　2603件
 国立がんセンターへ提出（11月13日）
 地域がん登録への提出（12月12日）
・ホームページへの公表（1月15日）
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

〔中期目標〕
・がん診療に特化した医師数を平成２４年５月現在に比べ倍増を目指す
・がん治療の年間延べ患者数35,000名に対応する

〔中期計画〕
都道府県がん診療連携拠点病院にふさわしい医療体制を構築するとともに、高度先進的な施
設・機器を整備することにより、充実したがん治療を実施し、生存率の向上を目指す。

〈取組内容〉
・高度で専門的ながん医療の提供及び、がん医療に携わる人材の育成・確保
・本県の緩和ケア提供体制の中で、本院緩和ケアセンターがその中核的な役割を果たすべく稼
働（再掲:Ⅰ-7）
・がん診療に関するチーム医療体制の充実・強化
・がん登録の推進

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
H23

30,825件
32,000件 32,700件 33,400件 34,100件 34,700件 35,000件

実績 30,815件 35.610件

現状
分析

*放射線治療、化学療法の計

がん治療件数*
県内他病院において放射線治療が新たに開始されたことから、平成24年度にがん治療
件数は減少したが(H24:28,337名)、本院においても、がん診療拠点病院としての役割を充
分に果たすべく、がん診療に関する施設・機器を整備し、研修会等による専門医や専門
職種等の人材の育成を積極的に行ったことから、本年度の実績は、35.610件になり、今
年度の指標（32,700件）は当然、H30年度の指標（35,000件）も上回った。

※キャンサーボード(Cancer Board）：がん患者の状態に応

じた適切な治療を提供することを目的として医療機関内で

開催される検討会。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

３　治療成績の一層の向上

49 （１）医療の質評価委員会を運営する。

医療の質評価委員会開催
　H26公表予定の指標について協議
　H26公表分の臨床指標及びホームページでの公開を
 承認
医療安全：質評価・教育対策プロジェクトにおいて、診療
科へのアンケート、TQM、クリティカルパス等質の向上に
向けての具体的な取り組みについて検討協議を行い、ク
リティカルパス作成の推進（H26.8　97件→H27.3　115
件）、他大学病院とのベンチマークの端末での参照、平
成27年度のTQM活動の予算化等を行った。
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

50
（２）適正な臨床指標を設定し、運用を行い、公
表する。

医療の質評価委員会で承認された平成26年度公表分の
臨床指標について、ホームページで公開 （１０月１日実
施）。
臨床指標の設定及び公表について計画どおり実施し
た。
以上のことから、年度計画は十分実施している。

A

〔中期目標〕
・診療内容向上委員会を設置・運営する
・臨床指標（クリニカルインディケーター）を設定し、改善する
・臨床指標をホームページへ掲載し、毎年更新する

〔中期計画〕
（仮称）診療内容向上委員会を設置・運営するとともに、医大版臨床指標（Ｃlinical Indicator)を定
めて、診療の質と量に対する現状分析を行い、一層の治療成績の向上を図る。

〈取組内容〉
・診療の質と量に対する現状分析と一層の向上を検討する（仮称）診療内容向上委員会の設
置・運営
・臨床指標の設定と管理及び、ホームページへの掲載と更新

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置
運営

実績報告

実績
7月１日

設置
運営（臨床
指標決定）

現状
分析

指標 設定・公表
公表継続
数値改善

実績
設定

10月１日
公表

設定
10月１日

公表

現状
分析

診療内容向上委員
会の設置・運営

計画どおり進捗している。

臨床指標の設定・
公表

計画どおり進捗している。
（H25公表 ７４項目　→ H26公表 ８８項目）
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

４　患者満足の一層の向上

51
（１）患者意見を反映するため、ホスピタリティマ
インド向上委員会を運営する。

・ホスピタリティマインド向上委員会の開催
　　第１回（H26.7.1）
　　第２回（H27.3.3）
・患者満足度調査の実施
　　外来：２月２０日実施
　　入院：２月１７日～３月２４日実施
・声のポスト
　　毎月、声のポストに届いた患者意見を病院運営会議
   等に報告し、検討している。
以上のことから、年間計画を十分実施している。

A

52
（２）ホスピタリティマインド醸成のための接遇研
修、コミュニケーション研修等を実施する。

特定非営利活動法人「架け橋」に委託し研修を実施し
た。
 ・1回30名の病院職員を対象として、役職者3回、一般職
10回、全13回（各2日間）
 ・平日の２日間（隔日）10時～16時
 ・研修内容
　 「法と倫理」「インフォームドコンセント」「医療事故体験
   談」、グループワーク研修「暴力的な態度に出られたと
   きの対処法」
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

53
（３）案内サインの整備や老朽箇所の改修を行
う。また、案内員の配置等の充実を行い、案内
業務の質の向上を図る。

正面玄関庇改修（7月末完了）、BC棟通路改修（3月末完
了）工事を行った。
9月17日にコンビニエンスストアをオープンし、24時間利
用可能とした。
また、案内サインについては、各種工事に併せ改修し
た。
患者ニーズに合わせ案内員を配置し、親切な案内を実
施した。
上記、施設整備等、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・ホスピタリティマインド向上委員会を設置・運営する
・入院・外来の診療内容に総合的に満足している患者の割合９０％以上を維持する
・診察の待ち時間が長いと感じる患者の割合年１％ずつの減少を目指す

〔中期計画〕
医療人のホスピタリティマインドの醸成及び患者の意見、要望を反映させた病院運営を行い、患
者満足の一層の向上を図る。

〈取組内容〉
・ホスピタリティマインド向上委員会の設置・運営
・患者満足度調査、声のポスト等による患者意見の病院運営への反映
・職員を対象としたコミュニケーション研修の実施
・ハード・ソフト（総合案内、誘導案内、ボランティアによる親切な案内の実施等）両面にわたる患
者の視点にたったアメニティづくり

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

約９０％
９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上 ９０％以上

実績 ９０％以上 ９０％以上

現状
分析

指標
Ｈ２３

３５.３％
３５％ ３４％ ３３％ ３２％ ３１％ ３０％

実績 ３３.４％ ３０.１％

現状
分析

指標 設置 運営

実績 設置
ホスピタリティマ

インド向上委員

会開催

現状
分析

指標 実施

実績
研修体系
の検討

ホスピタリティマ

インド醸成研修

の実施

現状
分析

ホスピタリティマイン
ド醸成研修の実施

平成２６年７月から全ての病院職員を対象としてホスピタリティマインドを醸成するための
研修会を実施した。（特定非営利活動法人「架け橋」に委託）
　・当初計画：30名／1回、全13回（各2日間）、390名を対象
　・研修実績：7月～3月の間、参加者数延べ605名→平均23名／１回

診療内容に満足して
いる患者の割合

患者満足度調査の結果、入院については91.5％、外来については96.6％の患者が「満
足」と回答しており、平成26年度においては、目標を達成した。

診療の待ち時間が
長いと感じる患者の
割合

患者満足度調査の結果、平成26年度においては、目標を達成した。

ホスピタリティマイン
ド向上委員会の設
置・運営

・本年度、委員会を２回開催し、審議を行った。（26年7月・27年3月）
・委員会において審議された内容の実現化に向けて検討を行った。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

５　老朽・狭隘施設への対策

54 （１）Ｅ病棟のⅡ期工事の着実な進捗を図る。
平成２６年度は予定通りの進捗であり、今後も適正な進
捗管理を行う。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

39*
(再)

（２）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

55

（３）（仮称）臨床医学棟基本計画について、平
成２７年度着工に向け、現キャンパス整備にか
かる学内検討体制のもと検討を進め、基本構
想との整合を図りながら、基本計画を策定し、
設計に着手する。

B

56

（３）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新外来棟基本計画について、平成２９年度設
計着手に向け、現キャンパス整備にかかる学
内検討体制のもと検討を進める。

B

〔中期目標〕
・（仮称）中央手術棟の平成２７年度中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する
・教育・研究部門移転後の病院の整備計画を策定する

〔中期計画〕
附属病院のさらなる充実を目指し、（仮称）中央手術棟の工程通りの完成と円滑な運営を推進す
るとともに、新外来棟への早期改築を立案し、早期着工への道筋を示す。また、老朽かつ狭隘な
診療関連施設（臨床医学研究棟・臨床研修センター等）の早期改築を行う。

〈取組内容〉
・（仮称）中央手術棟の完成と運営
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）
・老朽・狭隘な診療関連施設の早期改築の推進
・教育・研究部門等移転後の新外来棟等附属病院の整備計画の策定及び着手

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定、（仮称）臨床医学棟設計着手には至らな
かったことから、年度計画を十分実施しているとは評価で
きない。
・今後、県と共に速やかに策定を進め、（仮称）臨床医学
棟の早期着工を図る必要がある。

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
第１期

オープン
第2期竣工

フルオープ
ン運営・
機能充実

実績
第１期

オープン

現状
分析

指標
基本構想

策定
老朽施設
工事着手

基本・実施
設計着手

実績
基本構想

検討

現状
分析

（仮称）中央手術棟
の整備

ほぼ順調に工事は推移しており、H２７年度内での竣工を目指す。

教育・研究部門移転
後の附属病院の
整備

県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・
「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅴまちづくり
１　教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備

38*
(再)

（１）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新キャンパス基本計画について、平成２７年
度設計着手に向け、新キャンパス整備にかか
る学内検討体制のもと検討を行い、基本計画
を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

39*
(再)

（２）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
平成３３年中の新キャンパスオープンを目指し、教育・研究機能の充実と地域に貢献できる新た
な機能を備えた整備計画を進める。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定には至らなかったことから、年度計画を十分
実施しているとは評価できず、今後、県と共に速やかに
策定を進める必要がある。
（再掲：Ⅱ-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討

現状
分析

新キャンパスの整備
（再掲:Ⅱ-3） 県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・

「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　地域に開かれたキャンパスづくり

38*
(再)

（１）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新キャンパス基本計画について、平成２７年
度設計着手に向け、新キャンパス整備にかか
る学内検討体制のもと検討を行い、基本計画
を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

39*
(再)

（２）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する

〔中期計画〕
新キャンパスの構想計画においては、交流広場や緑地等の地域との交流を図る施設、図書館･
食堂･コンビニ・グラウンド等を設置し、県民への開放に努める。

〈取組内容〉
・平成３３年中の新キャンパスオープンを目指した整備の推進（再掲:Ⅱ-3）
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定には至らなかったことから、年度計画を十分
実施しているとは評価できず、今後、県と共に速やかに
策定を進める必要がある。
（再掲：Ⅱ-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
基本設計

着手
建築工事
発注準備

実績
基本構想

検討

現状
分析

新キャンパスの整備
（再掲:Ⅱ-3） 県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・

「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

３　教育・研究部門等移転後の跡地活用
〔中期目標〕
・新キャンパスの平成３３年中のオープンを目指す
・教育・研究部門等移転対策検討委員会を設置・運営する
・教育・研究部門移転後の病院の整備計画を策定する

〔中期計画〕
現キャンパス跡地においては、憩いの広場、診療関連施設、新外来棟等の整備計画を推進する
とともに、医大が進めるＭＢＴ構想を踏まえ、県と市のまちづくりのグランドデザインに沿った「医
療、介護、福祉が連携した健康まちづくり」の整備計画に参画する。

〈取組内容〉
・教育・研究部門等移転対策検討委員会の県と合同での設置・運営（再掲:Ⅱ-3）
・老朽・狭隘な診療関連施設の早期改築の推進(再掲:Ⅳ-5）
・教育・研究部門等移転後の新外来棟等附属病院の整備計画の策定及び着手（再掲:Ⅳ-5）

39*
(再)

（１）医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
（再掲：Ⅱ-3）

B

55*
(再)

（２）教育・研究部門等移転対策検討委員会を
県と合同で設置し、移転までおよび移転後の再
整備に向けた調査・検討を行うとともに、附属
病院整備基本構想を策定する。
（再掲:Ⅳ-5）

B

56*
(再)

（３）・医大の将来像策定会議、同WG、および教
育・研究・診療等の各分野に関するサブWGを
運営し、現キャンパス整備に向けた調査検討を
実施するとともに、学内の合意形成を図り、基
本構想（附属病院・新キャンパス）を策定する。
・新外来棟基本計画について、平成２９年度設
計着手に向け、現キャンパス整備にかかる学
内検討体制のもと検討を進める。
（再掲：Ⅳ-5）

B

・基本構想及び基本計画については、県と医大が合同で
設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、施
設整備の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設
整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」、具体
的な整備計画となる「施設整備プラン」の順に、検討・策
定を進めることとされた。
・平成２６年度は、教育・研究・診療など各分野ごとに、目
指すべき将来像と実現のための方法論について、広範
かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。
　　策定会議（知事・理事長らで構成）
　　　　集中討議を含め ９回開催
　　同ＷＧ（審議官､本学教授らで構成)
　　　　１０回開催
・その過程では、平成２５年度に実施した法人構成員へ
のアンケート・インタビューの結果を踏まえ、論点を絞っ
た再インタビューを実施したほか、法人構成員の意識醸
成のため知事講演会を実施した。
　　再インタビュー（４～５月）
　　　　１８６人を対象に実施
　　知事講演会（８／２５本学大講堂）
　　　　教職員約６００名が参加
・年度計画決定後に、設立団体である県の意向も踏ま
え、以上のような検討プロセスを採ることにより、議論の深
化と法人構成員の合意形成に配慮した結果、平成２６年
度中の策定、（仮称）臨床医学棟設計着手には至らな
かったことから、年度計画を十分実施しているとは評価で
きない。
・今後、県と共に速やかに策定を進め、（仮称）臨床医学
棟の早期着工を図る必要がある。
（再掲：Ⅳ-5）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
基本構想

策定
老朽施設
工事着手

基本・実施
設計着手

実績
基本構想

検討

現状
分析

教育・研究部門移転
後の附属病院の整
備
（再掲:Ⅳ-5）

県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、「教育」・「研究」・
「診療」など各分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、広範かつ
緻密な議論を尽くしながら検討を継続中であり、平成２７年度には将来像の策定を完了
するとともに、引き続き、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備
基本構想」の検討に着手。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

４　移転を契機とした研究分野での地域貢献

14*
(再)

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。
(再掲：Ⅰ-3)

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

15*
(再)

（２）・外部評価委員を選任する。
・研究に関する第三者評価を行うための評価
項目、評価方法等について検討する。
・その検討内容について研究推進戦略本部に
おいて審議する。
(再掲：Ⅰ-3)

研究推進戦略本部で、評価の方向性の検討は行った
が、医大の将来像策定会議における研究評価の議論を
踏まえ、評価のあり方を検討する必要がある。
以上のことから、年度計画を十分には実施できていな
い。
(再掲：Ⅰ-3)

B

16*
(再)

（３）大和漢方医学薬学センターにおいて漢方
に関する教育・研究・診療を開始する。
(再掲：Ⅰ-3)

・教育に関して、医学科4年生に対し東洋医学講義（6コ
マ）を実施した。
・研究に関して、漢方薬シンポジウム2014を奈良県と共
催（対象：一般県民 参加者約680名）、定期的な大和漢
方医学薬学セミナーの開催、（一社）漢方産業化推進研
究会実施セミナーや研究会に参加する等、漢方の普及
推進に関する取組みを積極的に行った。また、学内研究
の公募案を作成した。
・診療に関して、漢方外来を開始（毎週1回＋月１回）し
た。
以上から、年度計画を十分実施している。
(再掲：Ⅰ-3)

A

17*
(再)

（４）研究成果を生かして、国の大型研究プロ
ジェクトを申請する。
(再掲：Ⅰ-3)

・住居医学(MBT)の研究成果をもとに、文部科学省「地
(知)の拠点整備事業」に申請を行った。
・奈良県・橿原市・明日香村とともに、内閣府の「地域活
性化モデルケース」に選定され、国(内閣府)に「地域再
生計画」を申請し、認定を受けた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

〔中期目標〕
・外部有識者を含む評価委員会を設置・運営する
・（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置・運営する
・住居医学講座、スポーツ医学講座などのエビデンスの確立と講習会等を実施する

〔中期計画〕
新キャンパスにおいては、（仮称）大和漢方医学薬学センターを設置等、一定規模の産学官連携
ゾーンを整備し、県や市と連携しながら、医農商工連携の一層の推進に寄与する。また、他大学
との共同大学院構想を策定し、研究部門の強化を図る。

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営（再掲:Ⅰ-3）
・研究に関する外部有識者を含む評価委員会の設置・運営（再掲:Ⅰ-3）
・漢方の教育・研究、人材育成、地域医療者への研修・普及を行う（仮称）大和漢方医学薬学セ
ンターの設置・運営（再掲:Ⅰ-3）
・「住居医学」・「認知症への対応」・「スポーツ医学」等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ
-3）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標 設置 運営

実績
H26年3月

設置
評価のあり

方検討

現状
分析

指標
エビデンス

の確立
講習会等の

実施

実績

漢方薬シンポジ
ウム2013

開催
第１回大和漢方
医学セミナー開

催

漢方薬シンポジ
ウム2014

開催
第2回、第3階大
和漢方医学セミ

ナー開催

現状
分析

外部有識者を含む
評価委員会の設置・
運営
（再掲:Ⅰ-3） 医大の将来像策定会議において研究のあり方について検討中であり、評価のあり方につ

いてもその中で併せて議論されており、議論の推移を見守り、評価のあり方を検討。

住居医学講座や（仮
称）大和漢方医学薬
学センター等
（再掲:Ⅰ-3）

大和漢方医学薬学センター
11/1　漢方薬シンポジウム２０１４を開催し、広く県民に対して漢方に関する啓発を実施。
9/11　第２回大和漢方医学薬学セミナー（医師・薬剤師のための漢方セミナー）の開催。
1/11　第３回大和漢方医学薬学セミナー（中級者（医師）のための漢方セミナー）の開
催。

ＭＢＴ
住居医学（ＭＢＴ）の研究成果をもとに内閣府「地域活性化モデルケース」へ奈良県、橿
原市、明日香村と共同で提案し、選定される。
橿原市、明日香村と「地域再生計画」の申請を行い、認定を受けた。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

５　健康づくり・予防医療等への貢献

14*
(再)

（１）・研究推進戦略本部において、医大基本構
想等とも調整を図りながら、研究に関する将来
構想について検討し、策定を目指す。
・研究活動に関する課題ごとの基本方針を戦
略本部案として取りまとめ、順次、理事長に答
申・提言する。
（再掲：Ⅰ-3）

・医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大
の研究のあり方を検討し、方向性はほぼ定まった。
・研究費の不正使用防止に係る諸規程を制定するととも
に、体制の構築を図った。
・科研費の更なる獲得のため、申請支援事業の拡充を
図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

17*
(再)

（２）研究成果を生かして、国の大型研究プロ
ジェクトを申請する。
（再掲：Ⅰ－3）

・住居医学(MBT)の研究成果をもとに、文部科学省「地
(知)の拠点整備事業」に申請を行った。
・奈良県・橿原市・明日香村とともに、内閣府の「地域活
性化モデルケース」に選定され、国(内閣府)に「地域再
生計画」を申請し、認定を受けた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅰ-3）

A

20*
(再)

（３）研究推進本部での検討結果に基づき、健
康長寿コホート研究の計画立案等、健康増進
に関する研究を実施していく。
（再掲：Ⅰ-4）

合計８回の会議を実施し、以下のような点を検討し、健康
長寿コホート研究の学内公募案を確定したので、年度計
画を十分実施している。
・地域住民および病院患者を対象とするコホート研究の
実行可能性と問題点
・コホート研究のテーマを学内募集する場合の必須要件
・公募研究の共通テーマについて
・公募研究の評価基準
・コホート研究助成金の用途について
（再掲：Ⅰ-4）

A

〔中期目標〕
・リビングサイエンスの推進に向けた具体的な研究を実施し、県内へ普及する

〔中期計画〕
ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献
するリビングサイエンスを推進する。（再掲:Ⅲー３）

〈取組内容〉
・研究活動に係る課題の検討、基本方針の策定等を行う（仮称）研究推進戦略本部の設置・運
営（再掲:Ⅰ-3）
・「住居医学」・「認知症への対応」・「スポーツ医学」等リビングサイエンスへの取組強化（再掲:Ⅰ
-3）
・奈良県健康長寿コホートスタディ（１万人のコホート研究）、MBT構想等、健康増進に関する研
究の推進及び地域への還元（再掲:Ⅰ-4）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標

新研究テー
マの検討

既存事業の
推進

新研究テー
マ事業の実
施,、県内へ
の普及検討

実績

・県民健康増
進支援セン
ター設置

・ＭＢＴについ
て共同研究

実施

・コホート研究
に関する骨子

策定
・MBTで国の
「地域活性化

モデルケース」
に選定

現状
分析

リビングサイエンス
の推進
（再掲:Ⅲ-3）

・健康長寿コホート研究に関しては、骨子を作成して、学内募集内容について公募案を確
定。
・MBTについては、国（内閣府）の地域活性化モデルケースに採択され、橿原市、明日香
村と「地域再生計画」の申請を行い、認定を受けた。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

Ⅵ　法人運営
１　ガバナンス体制の充実強化

57
（１）研修会等の機会をとらえ中期目標・中期計
画について周知を図る。併せてアンケートなど
を通じて認識状況の検証も行う。

職員に対して以下の通り、中期目標・中期計画について
周知を図った。
・新採職員オリエンテーション（4月）：中期目標・中期計
画のハンドブック配布と併せて概要を説明（180名）。
・予算説明会（4月）：予算説明と併せて、26年度計画に
ついて概要説明・周知（100名：理解率95.7％）。
・決算説明会（7月）：25年度計画で定めた事業の実施状
況（結果）について説明・周知（115名：理解率97％）。
・知事講演会（8月）：中期計画にも関連する医大の将来
像策定に向けた講演（約600名）
・平成27年度新採事務職員内定研修（12月）：ハンドブッ
ク配布と併せて法人運営の概要説明。
・年間を通じて、理事長・学長が本学にとって重要と考え
る情報や考えを「理事長・学長からのお知らせ」として、
全教職員・学生にメールや学報にて発信。
研修会等の機会をとらえ、中期目標・中期計画の周知を
図るとともに、アンケート等を通じて、認識状況の調査も
行ったので、年度計画を十分実施している。

A

58

（２）中期計画・平成26年度計画について、平成
26年度における重点管理項目を定め、項目責
任者による執行役員会議において進捗管理を
行う。また、中長期計画推進委員会において、
平成25年度の実績・取組状況について分析・
評価を行い、各部局にフィードバックすること
で、中期目標の達成に向けた中期計画の着実
な推進を図る。

・平成26年度計画の進捗管理について、4半期ごとに進
捗管理し、「中期計画 執行役員会議」において重点管
理項目を決定するとともに、実施状況について報告･協
議した。
・25年度計画の業務実績について法人自己評価を行
い、県評価委員会の評価結果とともに、「中期計画 執行
役員会議」を通じ、各部局にフィードバックした。評価結
果を踏まえ、「課題」とされた項目（奈良学の検討、救急
受入率等）については、平成26年度は概ね実施・改善す
ることができた。
　当該年度計画の進捗管理について、法人のみならず、
県も交えて4半期ごとに進捗管理を行うとともに、前年度
実績についても評価結果を踏まえた取組を行ったので、
年度計画を十分実施している。

A

59
（３）中期目標・中期計画、その他法人の取組
みをホームページ、学報等の活用により、県民
にわかりやすく発信する。

・中期目標･中期計画に関して、平成25年度計画の業務
実績に関する報告書（法人自己評価）及び評価結果、さ
らに今年度より新たに概要版を作成し、ＨＰに掲載した。
・年間を通じて、理事長・学長が本学にとって重要と考え
る情報や考えを「理事長・学長からのお知らせ」として、
全教職員・学生にメールや学報にて発信。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

60

（４）引き続き採用方法等の検討を行い有用な
職員の確保に努めるとともに、職員の資質向
上のために職位や経験等に応じた研修を実施
する。

事務職員の採用については、年齢上限を35歳から40歳
に引き上げ、また、医療技術職については、採用募集時
期を7月から6月に早めることで、有用な職員の確保に努
めた。
職員研修については、年8回管理職研修を実施し、資質
向上に努めた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・評価委員会の全体評価で好成績をあげる

〔中期計画〕
中期目標・中期計画を始めとし、法人の運営方針や規範等の情報について全教職員が共有し、
一丸となって業務に取り組む。また、広報体制を充実し、様々な広報媒体を活用して、法人の取
り組みを積極的に発信する。

〈取組内容〉
・全教職員による法人の方針の共有と法人運営に対する意識醸成
・中期計画の着実な実行のための進捗管理の実施
・法人の取組みの情報発信
・職員の確保と資質の向上に向けた取組（ＳＤ等）の実施

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
常に評価結
果を高い水
準で維持

実績

９５.５％
達成
(評定A以上：
64/67項目)

９２.４％
達成
(評定A以上：
61/66項目）

現状
分析

評価委員会の評価

昨年度、２５年度は、８項目中７項目でⅣ「順調に進んでいる」、１項目（法人運営）でⅢ
「おおむね順調に進んでいる」、全体として「順調に進んでいる」という評価結果であった。
（＊当該年度の法人自己評価に対する評価委員会の評価結果は９月まで未確定のた
め、ここでは法人自己評価を明記する。）
H２６年度計画の法人自己評価においては、以下の通りとなった。
全６６項目（再掲除く）中、Ｓ：３項目、Ａ：５８項目、B：５項目となり、９２．４％の計画を達
成（A以上）した。（再掲含→S:３項目、A：７５項目、B：１７項目）
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

２　ワークライフバランスの充実強化

43*
(再)

（１）ワークライフバランスの推進について、
ワークライフバランス検討委員会において継続
的に検討を行う。
（再掲：Ⅳ-1）

平成26年6月と11月の２回にわたりワークライフバランス
検討委員会を開催し、短時間勤務制度の導入やワーク
ライフバランス推進のための職員アンケートの内容につ
いて検討を行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅳ-1）

A

44*
（再）

（２）・平成２５年度に実施したアンケート調査結
果を集計、分析する。
・職員のニーズを把握し、短時間正規労働制度
の導入等具体的な諸施策を作成する。
（再掲：Ⅳ－1）

平成26年6月のワークライフバランス検討委員会におい
て、平成25年度実施のアンケート結果について報告を
行った。
年休については、取得日数が少ないうえに、何日取得し
たか分からないという回答も多かった。平成26年12月に
導入した短時間勤務制度については、制度を利用した
場合、同僚に迷惑をかけるのではないか、職場の理解が
得られるのか等の懸念があることが判明し、制度化する
だけでなく、広く周知することの重要性も認識した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅳ－1）

A

45*
(再)

（３）ワークライフバランス検討委員会におい
て、定員増や病児保育を行うための学内保育
園の整備計画を策定する。
（再掲：Ⅳ-1）

平成27年1月より民間施設を活用した病児保育制度を導
入。また、平成26年度において園舎を増築し、平成27年
4月より定員を60人から90人へと増員を図った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（再掲：Ⅳ-1）

A

〔中期目標〕
・ワークライフバランス検討委員会を設置・運営する
・就業規則を見直す
・年次有給休暇取得日数を平成２２年に比べ倍増を目指す

〔中期計画〕
医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入によるワークライフバラン
スの改善等により、仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築を図る。

〈取組内容〉
・仕事と生活を両立できる職場環境作りを検討するワークライフバランス検討委員会の設置・運
営（再掲Ⅳ-1）
・職員の勤務環境や満足度の把握
・短時間正規労働制度の導入等就業規則の見直し、女性医師・看護師等の継続・復職支援、保
育制度の充実等、ワークライフバランス推進のための制度等の構築や見直し（再掲Ⅳ-1）

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
【医師】

Ｈ22 ３.０日
３.５日 ４日 ４.５日 ５日 ５.５日 ６日

実績 ２．８日 ２．４日

現状
分析

指標
【看護師】

Ｈ22 ４.１日
４.５日 ５日 ５.５日 ６日 ７日 ８日

実績 ３．６日 ４．５日

現状
分析

指標 見直し

実績 検討中 実施

現状
分析

指標 設置 運営

実績 設置済 運営

現状
分析

１人あたりの年次有
給休暇取得日数

ほぼ現状どおりで推移しており、取得率は依然として低いため、対策の検討に努める。別
途、夏期休暇として、２．７日（７月～９月）を取得している。

ほぼ現状どおりで推移しており、取得率は依然として低いため、対策の検討に努める。別
途、夏期休暇として、４．１日（７月～９月）を取得している。

就業規則の見直し
（再掲:Ⅳ-1） 平成25年度、26年度とワークライフバランスアンケートを実施し、職員の意識、希望して

いる施策等について、分析作業を実施。
短時間勤務職員制度の拡充は実施済。
当該アンケートの分析結果をもとに、その他ワークライフバランスの推進のための施策を
検討。

ワークライフバランス
検討委員会の設置・
運営
（再掲:Ⅳ-1） ワークライフバランス検討委員会を設置し、平成25年度は２回、平成26年度は6月13日と

同年11月18日に委員会を開催。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

３　同窓会・歴代卒業生との連携

61

（１）・卒業生のアンケート結果や聞き取りした
意見を基にカリキュラム改正の検討を行う。
・同窓会と連携をして７０周年記念事業の企画
案に基づき準備を進めるとともに、寄附金の募
集を行う。

・医大の将来像策定過程において実施したアンケートや
インタビューの結果も踏まえ、英語教育や臨床実習の充
実を盛り込んだ新カリキュラムの編成案を作成した。
・７０周年記念誌発行および記念式典開催に向け、企画
委員会及び各部会を立ち上げ、内容を検討した。
また、平成２７年５月の７０周年記念式典を期して寄附金
の募集を開始すべく、本学役員、同窓会役員らで構成さ
れる募金推進委員会を立ち上げ、新たな基金の設置、
効果的な募集方法、寄附金の使途等の制度設計を完了
した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

62

（２）同窓会組織強化に向けた支援を行うととも
に、看護学科１０周年記念式典を看護学科教
員、看護学科卒業生と連携を図りながら実施す
る。

１０月４日に１０周年記念式典を開催、記念誌を発行し関
係機関に配布した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

A

〔中期目標〕
・寄附件数1,000件を目指す

〔中期計画〕
同窓会や卒業生との連携・交流を強化し、母校愛の育成と協力意識の向上を図るとともに、大
学移転を踏まえた教育・研究環境の整備・充実のため、広く寄附を募る。

〈取組内容〉
・医学科・看護学科同窓会との連携・交流の強化と、大学への支援促進

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

８７６件
９００件 ９２０件 ９４０件 ９６０件 ９８０件 １,０００件

実績 ８１７件 ７１７件

現状
分析

寄附件数
上記件数は、一般県民や企業からの寄附金を含む法人への寄附金の総件数であり、卒
業生からの寄附件数が特定されているものではなく、また、県への「ふるさと奈良県応援
寄付金」を介した卒業生からの寄附金の件数は含まれていないため、Ｈ２７から実質的な
卒業生からの寄附金の件数を特定・把握した上で、その増加に努める。
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平成２６年度計画中期目標・中期計画
評定

法人自己評価

年度計画の実施状況及び評定理由

４　繰越欠損金の解消

63
（１）法人全体の財務分析・長期収支見通し及
び附属病院のＳＷＯＴ分析等により、経営上の
課題を抽出し、改善方策の検討・策定を行う。

・診療科ごとの稼働状況（収入、患者数、ＤＰＣ分析など）
を４半期ごと（8月、10月、1月）に各診療科に提示し、要
改善点などを伝達。
・附属病院の各診療科別ＳＷＯＴ分析について、各診療
科に提示（10月）。
・第2回法人経営検討会議（11月）において、上半期実績
では経営状況が厳しくなることを踏まえて、数値目標を上
方修正し、達成状況を管理していくこととした。
　以上のとおり診療科ごとの課題抽出や改善方策の伝
達、法人経営検討会議での改善方策の検討・実行を
行ったことから、年度計画を十分実施している。

A

64

（２）適切な水準の病床稼働率の確保、平均在
院日数の適正化、施設基準の取得・維持等に
より診療収入の確保を図るとともに、精度向上
による診療報酬請求の一層の適正化、債権の
適正な管理による未収金の抑制を図る。
また、H26診療報酬改定の影響を検証し必要な
対応を行う。

・病床の一元管理を目的に入退院管理センターを設置、
また病床稼働率の向上等を目的に病棟医長・師長会議
を設置した。
・病棟医長・師長会議において、空床や共用病床の定義
を病床管理基準として定め、診療科間の病床利用を容
易にすること等により病床稼働率の向上を図った。
・中期計画予算設定値87％を上回る89.1％の稼働率の
達成、前年度比約24億円の病院収入を増収した。
・保険担当医長会議を設置し、減点対策等を周知徹底
するとともに、DPC適正ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ能力育成研修会を開催
するなど、診療報酬請求のより一層の適正化に努めた。
・定期督促に加え、連帯保証人への督促の実施、法的
措置を実施するなど、未収債権の適正な管理に努めた。
・平成26年度診療報酬改定は、消費税増税分の対応は
されているものの、その他大幅な増額改定はなく、病院
収入の約24億円の増収は、患者数が増加したことによる
要因が大きい。
以上のことから、年度計画を上回って実施している。

S

65
（３）価格交渉や安価な代替品への切替等によ
り、医薬・診療材料費を抑制し、医薬・診療材料
費比率の逓減を図る。

平成26年度は、消費税増税の影響や、血液製剤に代表される
高額薬剤の購入が大幅に増加した影響など、医薬材料費比
率については1.5%～2.0%程度の上昇が避けられなかったとこ
ろであるが、様々な値引き交渉努力（例：.業者との一括値引き
交渉回数を倍増）や、新設された医薬材料対策プロジェクト会
議を通して、診療材料の安価な同等品への切替や後発医薬
品への切替（H25:20.7％⇒H26:38.5％）等を積極的に行った
ことにより、1.2％の上昇に抑制することができた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。
（医薬材料比率）
H23 : 43.1％、 　H24 : 42.6％、　 H25 : 43.4％、   H26 :
44.6％

A

66

（４）経営上適正な投資と人件費比率を検討・設
定するとともに、資金投入と人員配置による経
費増と収入増を踏まえた中長期的な計画を策
定し、検証を行う。

・監事（公認会計士）の指導により、Ｅ病棟建設負担と長
期収支見通しの状況、支払利息と営業利益の比較や労
働生産性と一人当たりの人件費の比較を行い、確認を受
けた。
・監事の指導を受けたことにより、中長期的収支計画に
おける投資と人件費の検証手法について、一定の指標
が確立したことから、年度計画は達成している。

A

〔中期目標〕
・繰越欠損金の解消を目指す

〔中期計画〕
県からの運営費交付金を確保しつつ、効率的・効果的な大学・病院経営を行い、第２期中期目
標期間において繰越欠損金の解消に努める。

〈取組内容〉
・経営状況の適時・的確な把握と問題点・課題の法人内での共有
・診療収入等収入確保のための取り組みの検討・実施
・医薬・診療材料費の抑制と適正な人件費比率の確保

項目 現状 H25 H26 H27 H28 H29 H30

指標
Ｈ２３

９.６億円
６.０億円 ４.８億円 ３.６億円 ２.４億円 １.２億円 ０円

実績 １０.８億円 １０.５億円

現状
分析

繰越欠損金の額
平成25年度末繰越欠損金　　　　　　　　△1,077,767千円
（※退職給付債務計算方法変更による臨時損失431,955千円を含む）
平成26年度決算          　　　　　　　　　　　　＋29,053千円
平成26年度末繰越欠損金       　　　　　△1,048,714千円
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平成２６年度のまとめ （全体-地域貢献）

全体評価

　平成２６年度は、第二期中期計画（６年間）の２年目の年度となり、初年度に
行った中期目標達成に向けた体制整備等を踏まえて、それらの成果を得るべ
く年度計画を設定した。その取組みを着実に進めた結果、概ね予定した成果
を得ることができた。主な取組み状況は、以下のとおりである。

 中期目標達成に向けた平成26年度の主な取組み

Ⅰ　地域貢献に関する取組み
　

 １　医療人の育成（医師関連・看護師関連）に関する取組みの状況
　

　○県立医大医師派遣センターの運用に関して規程を作成するとともに、県
　　内の該当病院（派遣先16病院）に説明を行った。

　○南和地域公立病院等への医師配置支援のために当該病院等の実態や
　　地域の医療ニーズを把握するとともに、学内各医局との間で今後の調整
　　を図った（9～10月）。

　○「一般教育検討委員会」及び「医大の将来像策定会議」で「奈良学」に
　　ついて検討し、『現地を訪問し、奈良の医療状況・歴史・人物等を通して
　　奈良についての理解を深める中で、奈良の医療に貢献する意思を涵養
　　する』ことを一般目標とした講義骨子を決定した。

　○県費奨学生配置センターにおいて、平成27年度から義務を開始する奨
　　学生と面談を実施し、各奨学生の意向を聞き各医局と調整したうえで配
　　置案を決定した。また、センターの機関誌「Glocal」をvol.1～3まで発行し、
　　奨学生や臨床研修病院をはじめとする県内病院へ情報提供するとともに、
　　奨学生へ説明会（6～8月）や交流会を開催した（8月）。

　○看護実践・キャリア支援センターを設置し(4月）、看護学科学生のキャリア
　　支援のための研修メニューを策定・実施するとともに、スキルスラボの活用
　　をはじめとする各種事業を実施した。

 ２　看護師の地域貢献に関する取組みの状況
　

　○平成26年度の認定試験合格者を加え、認定看護師又は専門看護師
　　有資格者は目標の27名を大幅に上回る33名となった。

　○教育・研修計画に基づく新人看護師152時間、及び現任看護師176.5時
　　間の研修を実施し、さらに、レベル別にクリニカルラダー研修を実施して、専
　　門知識の習得と能力養成を図った。

 ３　研究成果等の地域への還元に関する取組みの状況
　

　○大和漢方医学薬学センターにおいて、漢方薬シンポジウム2014（奈良県
　　と共催）や定期的な大和漢方医学薬学セミナーを開催する等、漢方の普
　　及推進に関する取組みを積極的に行うとともに、学内研究の公募案を作成
　　した。また、診療に関して、漢方外来（毎週1回＋月１回）を開始した。

　○MBT（Medicine-Based Town：医学を基礎としたまちづくり）の視点を取り
　　入れ、奈良県・橿原市・明日香村とともに提案した取組み、「飛鳥シティ・
　　リージョンの元気創造」が、内閣府の「地域活性化モデルケース」に選定さ
　　れた。これに伴い、内閣府に事業計画である「地域再生計画」を申請し、
　　認定を受けた。

 ４　健康増進の県民アプローチの充実に関する取組みの状況
　

　○本学が設置した県民健康増進支援センターが、県･市町村が実施する
　　保健事業（25件）に協力するとともに、地域包括ケアシステム構築に関連
　　する会議・研修会（37回）に参加した。

 ５　断らない救急医療体制の整備に関する取組みの状況
　

　○断らない救急医療体制の整備に向け、ERの平日20時までの時間延長
　　（5月21日～）を行うとともに、平成27年度土日ER実施に向けた院内体制
　　に関する各診療科への調査及び調査結果の協議を行った（１～2月）。
　　また、中南和地域救急患者受入等意見交換会で重症腹症（腹痛・吐下
　　血）救急患者受入に関する協議を行い、地域医療機関によるネットワーク
　　を構築し、当番表を作成した。
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（地域貢献-教育） （教育-研究）

 ６　周産期医療体制の強化に関する取組みの状況
　

　○4月から附属病院の総合周産期母子医療センターにおいて、母体搬送
　　コーディネーター事業を開始、業務は順調に進捗している（搬送コーディ
　　ネートを行う産科医18名確保）。

 ７　他の医療機関との連携強化に関する取組みの状況
　

　○緩和ケアチームと共同でがん患者を対象とした緩和ケアパスを作成、同
　　じく新たに作成した眼科疾患パスを含め地域連携パスを17種別に拡大し、
　　目標(150件)を超える197件の運用件数を達成した。

 ８　県内医療人への助言･指導に関する取組みの状況
　

　○「在宅緩和ケア」を主テーマに地域医療連携懇話会を開催、医師・看護
　　師・社会福祉士等244人の参加があり緩和ケアに関する情報共有と緩和
　　ケアパスの運用推進を図った。

Ⅱ　教育に関する取組み
　

 １　リベラルアーツ教育の実践、医の心をもった医療人の育成等に
　　関する取組みの状況
　

　○「一般教育検討委員会」及び「医大の将来像策定会議」で教養教育を
　　含む、良き医療人の育成を目指した新カリキュラムの編成案を作成した。

　○大学院医学研究科「医療経営学」を設置し、選択科目として２名が単位
　　を取得、平成27年度の募集では、主科目１名の入学者を決定した。

 ２　教育内容の評価に関する取組みの状況
　

　○教員の教育能力の向上を図るため、ＦＤ研修について登録制、新任教員
　　の必修化、履歴書への記入を実施した。

 ３　老朽･狭隘施設への対策に関する取組みの状況
　

　○キャンパス移転整備に関する基本構想及び基本計画については、県と
　　医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」において、整備
　　の前提となる「医大の目指すべき将来像」、施設整備の基本的考え方と
　　なる「施設整備基本構想」、具体的な整備計画となる「施設整備プラン」
　　の順に、検討・策定を進めることとされ、平成26年度は、教育・研究・診
　　療など分野ごとに、目指すべき将来像と実現のための方法論について、
　　広範かつ緻密な議論を尽くしながら検討を進めた。

Ⅲ　研究に関する取組み
　

 １　研究の適切な成果評価に関する取組みの状況
　

　○医大の将来像策定会議で、県とともに将来の奈良医大の研究のあり方
　　及び研究評価のあり方を検討した。また、研究費の不正使用防止に係る
　　諸規程を制定するとともに、体制の構築を図った。

 ２　有能な研究者の獲得に関する取組みの状況
　

　○妊娠･出産・子育て中や家族に要介護者を抱える女性研究者の研究継
　　続支援として、研究支援員制度の対象範囲を拡大した（女性の教員に加
　　えて診療助教及び研究助教も対象とする）。

 ３　健康･予防医療等研究範囲の拡大に関する取組みの状況
　

　○研究推進戦略本部において、健康長寿コホート研究の学内公募案を確
　　定した。
　
 ４　研究環境の改善に関する取組みの状況
　

　　Ⅱ－３を参照（再掲）
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（診療） （診療-まちづくり）

Ⅳ　診療に関する取組
　

 １　医師･看護師等の離職防止と人材確保に関する取組みの状況
　

　○ワークライフバランス検討委員会を開催し、平成25年度実施のアンケート
　　結果を基に、ワークライフバランス推進方策について検討を行い、12月から
　　短時間勤務制度を導入した。

　○平成27年1月から民間施設を活用した病児保育制度を導入した。また、
　　園舎を増築し、平成27年4月から定員を60人から90人に増員を図った。

 ２　がん拠点病院としての機能の充実に関する取組みの状況
　

　○高度で専門的ながん医療の提供に向け、E病棟に設置する放射線治療
　　装置、PETCT装置を選定するとともに、がん薬物療法指導医の取得（1
　　名）、医学物理士と放射線治療専門医の増員（各1名）を実施、腫瘍学
　　セミナーを4回、がん診療連携拠点病院研修会を６回開催した。

　○がん診療に関するチーム医療体制の充実･強化のためキャンサーボード
　　（多診療科によるカンファレンス）を「肺がん」、「頭頸部腫瘍」、「骨腫瘍」に
　　ついて計74回行い、各科連携体制、集学的がん治療の充実を図るととも
　　に、がん化学療法医療チーム研修会、緩和ケアチーム研修会を開催した。

 ３　治療成績の一層の向上に関する取組みの状況
　

　○医療の質評価委員会で臨床指標について協議のうえ、ホームページで
　　公開した （10月）。

 ４　患者満足の一層の向上に関する取組みの状況
　

　○職員のホスピタリティマインド醸成を図るため、ホスピタリティマインド醸成
　　研修を役職者3回、一般職10回の全13回（各2日間）実施した（委託：
　　特定非営利活動法人「架け橋」）。

　○アメニティの向上のため、正面玄関庇、BC棟通路を改修するとともに、
　　コンビニエンスストア（24時間利用可能）をオープンした（9月）。

 ５　老朽･狭隘施設への対策に関する取組みの状況
 

　○E病棟について、Ⅱ期工事を予定どおり実施。
　
　　その他、老朽・狭隘施設への対策については、Ⅱ－３を参照（再掲）

Ⅴ　まちづくりに関する取組
　
 １　教育･研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備に関する取組み
　　 の状況
 

　　Ⅱ－３を参照（再掲）

 ２　地域に開かれたキャンパスづくりに関する取組みの状況
 

　　Ⅱ－３を参照（再掲）

 ３　教育･研究部門等移転後の跡地活用に関する取組みの状況
 

　　Ⅱ－３を参照（再掲）

 ４　移転を契機とした研究分野での地域貢献に関する取組みの状況
 

　　Ⅰ－３を参照（再掲）

 ５　健康づくり･予防医療等への貢献に関する取組みの状況
 

　　Ⅲ－３を参照（再掲）
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（法人運営） （法人運営-その他）

Ⅵ　法人運営に関する取組み
　

 １　ガバナンス体制の充実強化に関する取組みの状況
　

　○平成25年度計画の業務実績について法人自己評価を行い、県評価
　　委員会の評価結果とともに、「中期計画 執行役員会議」を通じ、各部局
　　にフィードバックした。評価において課題とされた項目（奈良学の検討、
　　救急受入率等）については、平成26年度は概ね改善することができた。

　○年間を通じて、理事長・学長が本学にとって重要と考える情報や考えを
　　「理事長・学長からのお知らせ」として、全教職員・学生にメールや学報に
　　て発信。
 
 ２　ワークライフバランスの充実強化に関する取組みの状況
　

　　Ⅳ－１を参照（再掲）

 ３　同窓会･歴代卒業生との連携に関する取組みの状況
 

　○７０周年記念誌発行及び記念式典開催に向け、企画委員会及び各部
　　会を立ち上げ、内容を検討した（平成２７年５月２３日に７０周年記念式典
　　を実施）。また、記念式典を期して寄附金の募集を開始すべく、本学役員、
　　同窓会役員らで構成される募金推進委員会を立ち上げ、新たな基金の
　　設置、効果的な募集方法、寄附金の使途等の制度設計を完了した。

　○１０月４日に看護学科１０周年記念式典を開催、記念誌を発行し関係機
　　関に配布した。

 ４　繰越欠損金の解消に関する取組みの状況
 

　○適切な水準の病床稼働率の確保、平均在院日数の適正化等による診療
　　収入の確保のため、病床の一元管理を目的とする入退院管理センターを
　　設置、また、病棟医長・師長会議を設置し、診療科間の病床利用を容易に
　　すること等により、89.1％の病床稼働率(H25:85.3％)を確保し、前年度比
　　約24億円の病院収入増収を実現した。

［年度計画を大幅に下回っている取り組み］

　該当なし
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